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「街」には、さまざまな個性があるため、地

区の良いところを保全したり、問題点を改善し

たりする方法はそれぞれ異なります。

この地区ごとに実なる街づくりを進める方法

のひとつとして地区計画制臣はあります。

地怪計画とは、地区という単位で建物の建て

おの'こと'Lなどを実情に施じて詳細に農める事

が出来るため、地区の住環境の保全や霞解な街

並み形成の誘導を田ることができる話]臣です。

ただし、この制臣は地区内の金ての土地所有

者の土地rlJ円にかかわることを建めるものであ

り、このことを考えると、策定過程の段階から、

摯厚の将平の街づくりのこりおを、曽さんで十

翁協議し計画|する必苺があります。

はらいう台回地地区では、地区計画を策定す

るために毒員会を組織し、地区の曽されが将来

の街の尊を共有し、地区の特性に屈じた1宙づく

りの′L■,,を建めるため、課題の検討から、地
区計画の自揮やお針を建め、自らの―手‐で地区計
画を策定しましたょ      | |■ ‐

‐これからは、皆さん一人ひとりが、この'と■

′とを守りt緑 豊かなゆとりと潤いのある住み良

い街づくりを築いていけるよう、ど脇力をよる

しくお願いしますと

上 尾  市



地区計画区域の地区整備計画区域において、下記の行為を行おうとするものは、その行為の

着手の 3① 日前までに市長に地区計画区域内の行為による届出 (以下 「届出」と言います)を

することが義務づけられています。ほらいち台団地地区では地区計画区域すべてに地区整備計

画が定められていますので、届出よ必ず必要となります。

(1)土 地の区画形質の変更   |

(2)建 築物の建築      ‐

(3)工 作物の建設

(4)建 築物等の用途変更 (用途の制限又 よ用途別の建築物等に関する制限が定められている

土地の区域に限る。)

の区域に限る。)

注 :届出に係る事項を変更する場合は、変更に係る行為に着手する 30日 前まで こ変更届を

提出してください。

注 :建築確認申請が必要な行為以外にも届出が義務づけられる行為がありますのでご注意く

ださい。(届出をしなかつた場合によ罰則を受けることがあります。)
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建築物の建築

新 築 ○ ○

改 築 ○ ○

増  築 ○ ○

移 転 ○ ①

工作物の建設

新 築 ○ ○

改 築 ○ ○

増 築 ○ ○

移 転 ○ ○

建築物の用途変更 ○ ○

建築物の形態又|よ意匠の変更 ○ ×

垣又は柵の設置 ○ ×



現在の上尾市域 よ、昭和30年 に上尾町、原市町、平方町、大石村、上平村、大谷村の 6町

番耕地の各 部 の地区です。

して販売され、売買契約内容の遵守により、閑静でゆとりもあり、コミュ三テイ活動の充実 し

た住宅地として、良好な住環境が形成されている面積約 l③ haの 市街化調整区域の地区です。

こうした中で東北 ・上越新幹線の通過、埼玉新都市交通伊奈線沼南駅の開設による交通の利

便性の向上および周辺道路の整備などによる交通量の増大など、本地区を取り巻く諸環境の変

大切にしていく必要があります。

ルを実情に応じて、地区の環境の保全や良好な街並み形成の誘導を図る必要があると考え、地

区計画制度の導入について検討する委員会を発足しました。

この検討委員会でよ、地区の皆さんにご理解をいただくため、地区計画制度に関する説明会

内の市街化調整区域内で地区計画制度を導入している先進地の視察などを行い、必要に応じて

地区計画制度に関する回覧なども行つてきました。

これらの経過を踏まえ、地区の皆さんが自ら考え作成した地区計画の内容を検討委員会 (案)

とし、土地所有者全員を対象としたアンケ ト調査を実施しました。

アンケート調査でよ、ほとんどの皆さんが検討委員会 (案)に 賛成いただき、現在の良好な

住環境の保全を望んでいることが調査結果として出されました。

上尾市でよ、この検討委員会 (案)を 十分尊重して上尾都市計画地区計画の原案を作成し、

所定の手続きにより、平成46年 3月 10国 に地区計画の決定告示がなされました。



街づくりの目標および土地利用の方針を次のとおり定めます。

街づくりの目標

好な住環境の維持、保全を図り、景観を確保し、次世代へより良い住環境を残すことを目標と

します。

土地利用の方針

緑豊かなゆとりと潤いのある低層戸建て住宅地として、建築物の用途混在および敷地の細分

化等を規制し、良好な住環境の維持、保全を図ることとします。自己の居住のための利用を基

本として、地区全体で 体 的な土地利用を維持していきます。

建築物の建て替えの際にも、現在の住環境を維持していくことを基本としますが、二世帯住

宅などを建てる場合も周辺敷地に十分配慮したものとなるように規制誘導を図ります。

良好な住宅地の維持、保全を目的として、建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限

度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物

等の高さの最高限度を定めます。なお、地盤面 よ、分譲時の高さを維持するよう努めるものと

快適な街並み、景観を確保するために、垣又はさくの構造の待」限を定め、敷地緑化を図ります。

生垣にする植栽は、道路境界線および隣地境界線を超えないよう植栽すると共 こ維持保全を図

ります。

地区計画flJ度とは ・・・

用途地域の規制が、市街地の土地利用を大まかに区分し、全国一律こ規制内容が適用される

整備および建築物の建築などこ関して必要な事項を、地区の皆さんの意向を配慮して定めるも

のであり、地区レベルの街づくりを進めるためのものです。

なお、上尾市においてよ、地区計画の制限内容の実現を確保するため、重要事項については、

正措置を請ずることができ、確実に計画内容の実現を図ることが可能となります。

建築物の整備の方針を次のとおりに定めます。



建築物等の用途の締J隅

地区で建てることのできる建築物等の用途を定めます。

地区で よ自己の居住のために使う一戸建ての住宅を基本としますが、二世帯住宅や店舗併用

住宅、公共公益施設 こついても、
一

部許容します。

次の建築物以外 よ建築できません。

1.戸 建ての住宅、長屋 (2戸 )

を居住の用に供し、かつ、次に掲げる用途を兼ねるもの

イ 事 務所 (汚物運搬自動車、危険物運搬自動車の

駐車施設を設けるものよ除く)

□ 日 用品の販売を主たる目的とする店舗

ハ 理 髪店、美容院、ペット美容院

工 学 習塾、華道教室、囲碁教室その他これらこ類

する施設

3.診療所

4.自治会集会所

5.巡査派出所

6.上記に掲げる建築物に附属する自動車車庫、物置

す め 公 園

メ藝やぴぽぐ鞭れば

ただし、地区計画決定以前の既存の用途については、適用除外となります。



建べい率 ・容積率の最高限度

建築物等の建て詰まりを防止 し、環境悪化

を防ぐために、表のように建物の大きさを制

限する建べい率 ・容積率を定めます。

窪べい率とは…

建物の建築面積 (いわゆる建て坪です。)の 敷

地面積に対する書」合 (普通
Ⅲ
%Hで あらわ し

ます。)の ことをいい、

建ぺい率 (%)=     × 100

なお、l rll以内のひさし、

面積によ入りません。

と計算します。

軒などよ、建築

容積率と4ま…

建物の各階の床面積の合計 (延べ面積)の 敷

地面積に対する割合 (普通
Ⅲ
%Hで あらわし

ます。)の ことをいい、

容積率 (%)=      × 100

と計算します。

建築物の高さ関係の制限 (市   鎌 )

道路面の通風や採光を確保し、隣地に与え

表のように高さ関係の制限を定めます。

最高の高さ 道路斜線 北西側・北東側斜線

1 0rYl 1:1.25 6m+1 .25

,高さ関係の制限t ついては

足 飛 本 午 ぼ い よ 0ロ ワ ヒ L本 ■ ′ ふ '

建築物の形態又は意匠の制限

地区の屋外広告物について|よ、環境に調和

したものとし、これにより、魅力のある街並

みを形成することを目指します。

これから新たに造るものについて よ、次の用

件に合うようにお願いします。

1.自己の用に供するもので、かつ、自己の建

出するものであること

2.色彩及び形状 よ、周辺の景観と調和したも

のであること

3,一辺の寸法が 1.5rYn以下で、表示面積が

2.Orn2以下であること

建築物の高さ関係の制限補足説明
・最高の高さ :屋上突出部分は高さに算入

します。
・道路斜線 :建築基準法によるものとは異

なるため、緩和規定はありません。
・北西側 ・北東側斜線 :北西側、北東側隣

地境界線までの水平距離を基準 としま

す。

建 ぺ い 率 容 積 率

60%

なお、街区の角にある敷地の

内にある建築物にあつては

70%と する。

160%

『建築物の高さ関係の制限』に係る補足説明

 【最高の高さ】屋上突出部分は高さに算入します。
 【道路斜線】建築基準法によるものとは異なるため、
　　　　　　 緩和規定はありません。
 【北西側・北東側斜線】北西側、北東側隣地境界線
　　　　　　　　　　　 までの水平距離を基準とします。

※詳しくは建築条例所管課（建築安全課）にご確認ください。
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敷地面積の最低限度

建物の建て詰まりを防止するため、
一定の

敷地が確保されるように敷地面積の最低限度

を定めます。

敷地面積の最低限度

150百

ただ し、次の①～③について よ、この制限

未満の面積であつても建物の敷地として認め

られます。

①既存の使用=

地区計画の決定前にすでに建物の敷地として使用

されている土地で上記の制限に満たないものでも、

そのままの状態で建て誉え等を行う場合。

②既存の権利=

地区計画決定前に所有権、僧地権等を有する土地

で上記の制限に満たないものについては、そのま

まの状態で新築、建て替え等を行う場合。

③公共分割=

道路等の公共用地に分割した残りの土地が上記の

制限に満たなくなる場合。

※地区計画の決定は平成 16年 3月 l③日です。

(              【)モチ)‐

壁面位置の構J限(    )

隣地及び道路との間に一定の空地を確保す

るために隣地境界線及び道路境界線から外壁

や柱面を話す距離として、有効で 50cm以

上を、壁面位置の制限とします。

る物置や車庫等につい

て よ、下記の基準で緩

不□措置があります。

1.住宅に付属する物置そ

の他これに類する建築物で、軒の高さが 2.3rln以

下、かつ床面積の合計が 5。Orn2以内のもの。

2.住宅に付属する車庫または駐輪場の用途に供する

建築物で、軒の高さが 2.3rn以下、かつ床面積の

合計が30rln2以内のもの。

3.出窓で床面からの高さが 30crrl以上かつ奥行き

45cm以 下で、道路境界線及び敷地境界線まで

の距離が 50crlnに満たない部分の長さの合計が

4m以 下であるもの。

壇又はきくの制限

大規模な地震等が起きた際、高い塀が道路

に倒れると歩行者に大変危険であるぎかりで

なく、避難や救助の道をふさざ、被害を拡大

させる恐れがあります。

また道路側の塀 よ、地区の景観の質を高め

る大きな要素の一つとなつています。

そこで、道路の面する部分の垣又はさくに

ついて、次のとおり定めます。

いずれかに合うようこお願いします。

1.生垣

2.高さ lm以 下の基礎に透視可能なフェンス ・さく

を施したもの、又は植栽を組み合わせたもので、

高さは宅地地盤面から 1.5m以 下のものとする。

また、門構えについても、宅地地盤面から 1.5m

以下のものとする。

道   路

〈計画決定後〉〈計画決定前〉

200甫

●
　
　
●

250面

●

　
　
●

300面

●

　
　
●

基礎十フェンス

※     と は、駒 戦 する
をいいます。
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